
１８.モーターボート競走の現況 

 

〔1〕 モーターボート競走の概要 

モーターボート競走は、モーターボート競走法〔昭和 26 年 6 月 18 日法律第 242 号〕に基づき

「モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の改良及び輸出の振興並びにこれら

の製造に関する事業及び海難防止に関する事業その他の海事に関する事業の振興に寄与するこ

とにより海に囲まれた我が国の発展に資し、あわせて観光に関する事業及び体育事業その他の公

益の増進を目的とする事業の振興に資するとともに、地方財政の改善を図る」ことを目的として行

われている。 

管内における競走場は、下関競走場、若松競走場、芦屋競走場、福岡競走場、唐津競走場、

大村競走場の 6場である。 

モーターボート競走が始まった当時、勝舟投票券は施行者が競走場でしか発売できなかったが、

施行者以外の者が競走場外で勝舟投票券その他これに類似するものを発売する違法行為が見ら

れるようになった。これを防止するとともにモーターボート競走の売上増及び地域の活性化を図る

ため、昭和 61年 8月香川県丸亀市に「ボートピアまるがめ」が設置されたのを皮切りに各地で場外

発売場が設けられるようになった。 

令和6年 4月1日現在の管内における大型場外発売場は、ボートピア勝山、ボートピア三日月、

ボートピア高城、ボートピア金峰、ボートピアみやきの 5 ヵ所、小型場外発売場として、前売場外お

おむら、ミニボートピア長崎五島、ミニボートピア北九州メディアドーム、ミニボートピア長崎時津、オ

ラレ島原、ミニボートピア天文館、オラレ志布志、ミニボートピア長洲、ミニボートピア長崎波佐見、ミ

ニボートピア日向、ミニボートピアさつま川内、オラレ日南、ミニボートピア嘉麻、オラレ下関、ミニボ

ートピア宮崎、ボートレースチケットショップ長崎佐々、ボートレースチケットショップ鹿島、ボートレ

ースチケットショップ松浦、ボートレースチケットショップ由布、ボートレースチケットショップ加治木、

ボートレースチケットショップながと、ボートレースチケットショップ諫早の 22 ヵ所、前売専用場外発

売場として、前売場外ミニット、前売場外オラレ呼子の 2 ヵ所がある。 

令和 6年 4月 1日現在の管内におけるモーターボート競走の施行者は、8団体（16市 8町）で

ある。また、令和 5 年度管内の競走場におけるモーターボート競走開催日数は、1,176 日である。

（全国は 4,619日） 

 

〔2〕 モーターボート競走の現況 

(1) 売上高の推移 

管内全競走場の売上高は、昭和 60 年度以降順調に伸びていたが、景気後退やレジャーの多

様化等により平成 3年度をピークとして減少基調に転じた。その後、場外発売場の設置、電話投票

の拡充、ナイターレース、モーニングレースの開催等各種施策が展開された結果、増加基調となっ

たが、平成 20 年後半からの経済状況の悪化や東日本大震災の影響で減少に転じた。平成 23 年

度以降は再び増加に転じ、平成 29 年度に過去最高の売上高を更新し、平成 30 年度、令和元年

度と売上高が年々増加している。令和２年度には新型コロナウイルスの影響により、電話投票及び

インターネット投票が好調となり、大幅に売上高が増加した。令和３年度は、業界初の試みとなるミ



ッドナイトボートレースが下関、若松、大村で開催され、売上は前年度比 18.3%増となる約 7,275 億

円と増加した。また、令和 5年度の全国の売上は約 2４,220億円（対前年度比 0.3%増）となり、総売

上は 11年連続の前年比増となった。 

 

売上が期待できる SG（スペシャルグレード）競走は、令和 5 年度管内では、芦屋、福岡の２競走

場で開催された。 

 

 

(2) 利用者数の推移 

管内の競走場の令和 5年度の利用者数は 12,720万人で、対前年度比 0.3％の減少となった。（全

国：4億 5,747万人、対前年度比 0.2%の減少） 

  



(3) 売上金の使途 

モーターボート競走の売上金は、その目的にもあるように各種公益事業に使用されてい

るが、具体的な使途は次のとおりである。 

 

 

表－１ 令和５年度モーターボート競走事業収益金使途一覧（地方財政分） 

 

 

 

表－２ 令和５年度モーターボート競走収益金等による事業計画（（公財）日本財団分） 

 


